
除染の現状と今後の課題

平成２５年１月２０日

福島県生活環境部除染対策課
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除染実施に向けた枠組み

放射性物質汚染対処特措法

原子力災害対策特別措置法の下での取組

放射性物質汚染対処特措法

平成23年 8月26日 議員立法により成立
平成23年 8月30日 公布・一部施行

除染に関する緊急実施基本方針
＋ 市町村による除染実施ガイドライン

平成23年8月26日 原子力災害対策本部決定 平成23年 8月30日 公布 部施行

基本方針の閣議決定

平成23年8月26日 原子力災害対策本部決定

9月9日 東日本大震災復旧・復興予備費
約2,200億円の確保 地域指定の要件、処理の基準等の

汚染状況重点調査地域 指定
福島県市町村等の

除染計画策定

地域指定の要件、処理の基準等の
政省令制定

汚染状況重点調査地域の指定

平成24年1月1日 本格施行

除染実施に向けた各
種取組

①財政支援
②技術的支援

除染計画策定

市町村等によ ②技術的支援
③人的支援

市町村等によ
る除染開始 市町村等の除染実施計画策定

順次移行中
市町村等による本格除染の実施

順次移行中
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汚染状況重点調査地域の指定
（平成24年1２月２７日現在）（平成24年1２月２７日現在）

3



特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定及び市町村除染計画策定状況

（平成24年12月27日現在）
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市町村の除染の進捗状況

【 平成24年11月末現在までの計画・発注状況 】
○ 除染業務委託を発注済の市町村 35市町村

＜H24計画＞ ＜発注済＞ ＜完了＞

住 宅 （戸） 65,873 51,111 8,908

公共施設 （施設数） 3,057 3,112 2,424

道 路 （k ） 3 457 1 994 425道 路 （km） 3,457 1,994 425

農 地 （ha） 25,726 20,095 12,943, , ,

生活圏森林 （ha） 4,171 623 223
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市町村の除染推進における課題と取組み

【市町村除染を進める上での課題】
○ 仮置場の確保○ 仮置場の確保
○ 除染対策事業交付金の迅速で柔軟な執行等
○ 市町村が行う発注業務等への支援等

【課題解決のための取組】
○ 仮置場の確保について

専門家や職員の派遣に加え 先進事例の紹介や現地視察会を通じ 市町村・ 専門家や職員の派遣に加え、先進事例の紹介や現地視察会を通じ、市町村
と一体となって推進を図る。

・ 「県有施設の除染に伴う除去土壌等の保管の基本方針」に基づく円滑な
除染の推進除染の推進

○ 除染対策事業交付金の迅速で柔軟な執行等
・ 福島環境再生事務所など、現場に近いところで判断できる仕組みづくり

○ 市町村が行う発注業務等への支援等○ 市町村が行う発注業務等への支援等
・ 除染業務発注のための標準仕様書例や積算基準例の作成と市町村への

提供
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除染計画に基づき市町村が実施する住宅 農地等の除染に係る経費を交付する

１．市町村除染対策支援事業 ２４３，７６７，６７４千円

除染計画に基づき市町村が実施する住宅、農地等の除染に係る経費を交付する。

２．除染対策推進事業 ２３，７９５，２１２千円

市町村が策定する除染計画に基づき、県管理施設等の除染を実施する。

３．線量低減化活動支援事業 １，９９１，０９６千円

町内会等が通学路、公園等の放射線量を調査し、線量低減活動を実施する場合
に、その活動に要する経費等を助成する。

４．除染推進体制整備事業 （※９月補正で増額） ２６８，４５７千円

② 技術的支援の強化 ③ 住民理解の促進① 事業者等の育成

５．除染ボランティア活動支援事業 【９月補正】 ２３，４３７千円

活動拠点の整備を行い、地域と一体となったボランティア活動を推進する。活動拠点の整備を行い、地域と 体となったボランティア活動を推進する。
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除染推進に向けた支援の枠組み

１．事業者等の育成の加速化事業者等 育成

除染業務従事者、現場監督者、業務監理者を対象とした
除染講習会の開催

２．技術的支援の強化

除染講習会の開催

技術的支援の強化

除染技術実証事業の実施や除染情報プラザの運営によ
る専門家等派遣と情報発信･提供

３．住民理解の促進

る専門家等派遣と情報発信 提供

３．住民理解の促進
住民説明会への専門家等の派遣、地域対話フォーラム
及び仮置場現地視察会の開催

8



１．事業者等の育成の加速化

○除染業務講習会の開催
・日程等：平成23年10月～H24年3月

○放射線・除染講習会の開催
・日程等：平成24年1月～3月

平成２３年度

日程等：平成23年10月～H24年3月
県内5方部で15回開催

・対象者：除染業務従事者
3 373人 修了

日程等：平成24年1月～3月
県内7方部で32回開催

・対象者：地域で放射線測定や除染
活動を実施する団体のリ ダ 等3,373人 修了 活動を実施する団体のリーダー等
2,050人 受講

平成２４年度 除染業務講習会

○業務従事者コース（平成23から引き続き） 対象人数 7,500名
対象者：県内において除染業務に従事される方

○現場監督者コース 対象人数 2,500名
対象者：県内において除染業務の現場を指揮・

監督する方監督する方

○業務監理者コース 対象人数 1,500名
対象者 県内 お 市 村が発注する除染
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対象者：県内において市町村が発注する除染
業務の業務監理を補助する方



除染情報プラザの設置

２．技術的支援の強化①

○ 除染計画の策定 ○ 局所的除染の実施

町 内 会 等市 町 村

除 染 事 業 者

除染情報プラザの設置

○ 除染計画の策定
○ 面的除染の実施
○ 仮置場の確保

○ 局所的除染の実施
○ 地域対話集会の開催○ 除染作業 連携契約

県民、地域住民
情
報
提
供

派
遣

日本原子力学会

「 除染情報プラザ」

連携 情報提供 発信機能 人材派遣機能

供

日本原子力学会

本原子力研究

○ 除染技術・手法
○ 除染資機材

推

○専門ボランティア
80名登録中

連携 情報提供・発信機能 人材派遣機能

日本原子力研究
開発機構（JAEA）

○ 推進状況等
○一般ボランティア

300名登録中

連携

○受付時間 10:00～17:00 定休日は月曜日
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○受付時間 定休 月曜
○所在地 福島県福島市栄町1－31
○電話番号 024-573-7437
○ホームページ http://josen-plaza.env.go.jp/



市町村のご要望に応じた出張セミナー・現場研修の開催

除染情報プラザ （07/07にリニューアル） における市町村支援の内容等

市町村のご要望に応じた出張セミナ 現場研修の開催

高い専門性や豊富な経験を持つ学会や関連団体などの協力のもと、地域の特性に応じた除染方法や、作業

の安全面の確保といった観点からのアドバイス等、ニーズに応じて専門家を派遣し、市町村をサポート

一般向け用、自治体・
専門家向けに開催

出張セミナー 現場研修

専門家向けに開催

住民向けの分かりやすい説明ツール住民向 分 説明
住民説明会などで、住民のみなさまに仮置場について分かりやすく伝えたい！除染について映像で伝えら

れるものが欲しい！こんなツールがあったらいいのに！という声に呼応。除染情報プラザの展示内容をそ

のまま移動し いつでもどこでも除染に関する最新情報に触れていただく場を設定のまま移動し、いつでもどこでも除染に関する最新情報に触れていただく場を設定。

移動展示

除染進捗 新情報 ジ 信除染進捗の最新情報をホームページで発信しています

詳細は除染情報プラザホームページ(http://josen-plaza.env.go.jp/)をご覧ください 11



２．技術的支援の強化②

除染技術実証事業

１ 事業の概要
優良な除染技術を公募し、県が除染実施

除染技術実証事業

優良な除染技術を公募 、県 除染実施
前及び実施後の放射線量等を測定し、技術
の評価を実施することなどにより、除染の効
果的かつ効率的な方法を普及させ、県内各
地における除染活動を促進する。

２ 平成２４年度実績
○第一回技術実証事業○第 回技術実証事業
(１)応募件数 98件
(２)対象選定技術 12件

①構造物の除染技術 8件

(３)実地試験 平成25年1月～2月
(４)結果公表 平成25年3月①構造物 除染技術 件

②表土の除染技術 1件
③排水の除染技術 2件
④その他の除染技術 1件

３ 平成２３年度実績
(１)応募件数 177件
(２)対象選定技術 20件

(３)実地試験 平成24年8月～平成24年11月
(４)結果公表 平成24年11月（第１次）

平成25年1月予定（最終）

①屋根、壁面等の除染技術 6件
②土壌の減容化技術 10件
③その他の技術 4件
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○第二回技術実証事業
(１)公募期間 平成24年11月14日～12月12日
(２)対象技術選定 平成25年1月

(３)実地試験
平成23年11月～平成24年2月

(４)結果公表 平成24年3月



２．技術的支援の強化③

面的除染モデル事業

１ 事業の概要
○追加被ばく線量が年間1mSvから20mSvの地域において、国のガイドラインに示されてい

面的除染モデル事業

る除染方法等を用い、家屋、道路、森林等を含む一定の区域を面的に除染することに
より、効果的・効率的な除染方法と面的除染による放射線量の低減効果を検証した。

○事業結果を踏まえ、市町村が除染を進める際の「面的除染の手引き」を作成（平成24
年3月29日）

２ 実施場所及び面積 福島市大波地区 約10ｈａ
３ 事業期間 平成23年11月～平成24年2月

区域内
（10ｍメッシュ） 低減率低減率

高さ1cm 高さ100cm

測定値[µSv／h] 測定値[µSv／h]

除染前 除染後 除染前 除染後

全体 1.84 1.18 35.9 1.52 1.01 33.6

土壌 1 61 0 78 51 6 1 42 0 74 47 9

（ ッシ ）
％％

土壌 1.61 0.78 51.6 1.42 0.74 47.9

草地 1.95 1.42 27.2 1.57 1.15 26.8

森林 2.07 1.40 32.4 1.64 1.19 27.4
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アスファルト 1.53 0.72 52.9 1.21 0.63 47.9

コンクリート 1.68 0.67 60.1 1.35 0.70 48.1



２．技術的支援の強化④

除染業務に係る技術指針

各除染現場において活用できるよう具体的
に除染作業の順序や方法・管理基準を示した
「除染業務に係る技術指針」を作成した。（平
成24年1月31日）成 年 月 ）

【内容】

① 本格除染で主となる除染作業について① 本格除染で主となる除染作業について、
初めて除染業務に携わる担当者が理解し
やすいよう作業手順・除染方法・留意事項を
定め 図解・写真等を掲載した定め、図解・写真等を掲載した。

② 除染業務に従事する労働者の放射線障
害防止対策を記載した。

③ 管理基準を設定した（出来形管理、品質
管理、放射線管理、写真管理）。
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２．技術的支援の強化⑤

線量低減化対策に係る手引き

○通学路などの身近な生活空間において放射性物質による汚染の除去のため○通学路などの身近な生活空間において放射性物質による汚染の除去のため
の活動を行う際に必要な事項を定めた手引きを作成、配布した（平成23年7月15
日）。

○地域住民の受ける放射線量を低減させるため 般住宅の除染について追○地域住民の受ける放射線量を低減させるため、一般住宅の除染について追
加した手引き（第２版）を作成、配布した（平成23年10月31日）。
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３．住民理解の促進①
県民の皆さんが抱いている放射線の影響や除染に関する不安や疑問を解消す県民の皆さんが抱いている放射線の影響や除染に関する不安や疑問を解消す

ることを目的とする。

○地域対話フォーラムの開催 ※参加者：延べ 1,280名話 催 参 ,
＜平成23年度＞（安全・安心フォーラムとして実施）

第1回 平成23年11月27日（日） パルセいいざか
第2回 平成24年11月29日（日） 郡山女子大学
第3回 平成24年 2月12日（日） ロイヤルホテル丸屋
第4回 平成24年 2月19日（日） いわき明星大学

＜平成24年度＞
第1回 平成24年 5月13日（日） コラッセふくしま
第2回 平成24年 8月 4日（土） 会津大学
第3回 平成24年10月14日（日） 白河市立図書館
第4回 平成24年11月23日（金） 郡山市労働福祉会館第4回 平成24年11月23日（金） 郡山市労働福祉会館

＜今後の開催予定＞
第５回 平成25年 2月17日（日） いわき産業創造館

○住民説明会の開催支援（平成23年10月～）
・町内会等単位での集会に専門家等を派遣

○仮置場現地視察会の開催（平成24年7月～）
・町内会長等を対象に現地視察会を開催
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事業 的

線量低減化活動支援事業

１．事業の目的

町内会やＰＴＡなどの地域団体が、通学路や公園等の放射線量を低減する
ための活動を行う場合に、その除染活動に必要な経費等について支援する。

２．事業の概要
①事業主体

行政区 自治会 町内会 ＰＴＡ 地域づくり団体等行政区、自治会、町内会、ＰＴＡ，地域づくり団体等

②補助額

１対象事業者あたり500千円を限度。象 限度
ただし、2回目の実施となる場合は250千円を限度
なお、高所作業車を委託する場合は別途100千円を上乗せ

③24年度予算額 1 991 096千円③24年度予算額 1,991,096千円

３．23年度実績

44市町村 3,091団体 1,593,145千円

17



除染なくして復興なし除染な 復興な
福島に生まれて、福島に育って、福島で働いて、
福島 結婚し 福島 子供を産ん 福島 子供を育福島で結婚して、福島で子供を産んで、福島で子供を育てて、
福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最後を過ごす。
それが私の夢なのですそれが私の夢なのです。

第35回全国高等学校総合文化祭開会式「ふくしまからのメッセージ」より

一刻も早くふくしまの「ほんとうの空」を取り戻すため、
わたしたちは これからも挑戦を続けていく覚悟ですわたしたちは、これからも挑戦を続けていく覚悟です。
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